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〇
経
済
産
業
省
令
第

号

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
九
条
第
四
項
第

三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
認
定
基
準
）

（
認
定
基
準
）
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第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
九
条
第
四
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

２

法
第
九
条
第
四
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

四

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
に
お
い
て
使
用
す
る
電
気
に
つ
い
て
は
、

発
電
設
備
に
お
い
て
使
用
す
る
電
気
に
つ
い
て
は
、

当
該
発
電
設
備
を
用
い
て
得
ら
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ

当
該
発
電
設
備
を
用
い
て
得
ら
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
電
気
を
も
っ
て
充
て
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ル
ギ
ー
電
気
を
も
っ
て
充
て
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
全

た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
全

て
満
た
す
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
含
ま

て
満
た
す
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
含
ま

れ
る
蓄
電
池
に
お
い
て
使
用
す
る
電
気
に
つ
い
て
は

れ
る
蓄
電
池
に
お
い
て
使
用
す
る
電
気
に
つ
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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（
削
る
）

ニ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
お
う
と
す

る
者
が
発
電
側
託
送
供
給
料
金
の
支
払
者
で
あ
る

こ
と
。

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


